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「労働契約法」が平成 20年 3月 1日より施行されます。 

増加する個別労働紛争を解決するために、労働条件の最

低基準をまとめた労働基準法とは別に、労働契約について

の基本ルールをわかりやすくまとめたのが、この労働契約

法です。今回も前号に引き続き、来月より施行される労働

契約法を取り上げ、その内容と実務対応についてまとめて

いきたいと思います。 
 

１.  第 3 章 労働契約の継続及び終了  
 

 

 

 

 

 

実際に出向命令が有効と認められるか否かは、主に下記

のような基準により判断されます。 

①出向について就業規則に規定しているか。 

②業務上の必要性があるか。 

③出向者に生活環境等で著しい不利益が生じないか。 

④人選が適当になされているか。 

⑤手続き（出向に関する説明等）が丁寧にされているか。 

寝たきりの両親と同居し、一人で両親の面倒をみていた

労働者に対する遠隔地への出向命令を人事権の濫用とし

て無効とした裁判例（日本ステンレス事件）もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

度重なる遅刻・早退や同僚への暴力といった企業秩序を

乱すような行為に対して、企業は減給や降格等の懲戒処分

を科すことがあります。しかし、懲戒処分は就業規則に、ど

のような場合にどの処分を下すのか、明確に規定してはじ

めて行うことができると考えてください。 

 

 

 

 

 
 

この条文はもともと労働基準法 18条の 2にあったもので

すが、労働契約の基本ルールを定めた労働契約法にのせ

た方がふさわしいということでそのまま移行してきました。 

 

解雇については、通知するタイミングや通知書の文面、離

職票の記載方法といった解雇に関する諸手続きについて、

よくご相談を受けます。法に沿った手続きを行うことはもち

ろん大切ですが、もっと大切なのはそもそもその解雇理由

に合理性があるかどうかということです。合理性がなければ

手順を踏んで従業員を解雇したとしてもその解雇処分は無

効とされます。就業規則にどのようなケースで解雇するの

かを具体的に記載し、解雇以外の方法（配置転換等）を考

慮し、従業員への指導・教育を行い、その対応履歴を残し

ておいたうえで、最終手段として解雇を行うという流れにな

ります。 
 

２. 第 4 章 期間の定めのある労働契約 
 

 

 

 

 

 

契約期間内の解雇はよほどの理由がない限りできないも

のと考えてよいと思います。それでは、契約期間を短く設定

した方がよいのでは、と思われるかもしれませんが、17 条

の 2で必要以上に短い期間を定め、契約を反復更新させ

ることをしないように求める規定がありますので、注意が必

要です。1 ヶ月ずつの更新を延々続ける、といった措置はこ

の法の趣旨に反すると思われます。また、前回も述べまし

たが、契約更新のつど雇用契約書をきちんと結び、更新の

有無、判断基準について確認するようにしてください。 
 

今回の労働契約法の成立により、就業規則に大幅な変

更が必要になる、ということはありませんが、就業規則への

意識が、従業員側にも強まることが予想されます。それを

踏まえて就業規則の見直しや従業員への慎重な対応が今

後より一層強く求められると思います。 

 

解雇に関する有名な判例で「高知放送事件」があります。 

高知放送のアナウンサーが担当する朝のラジオニュースにつ

いて寝坊による放送事故を起こし（2 週間に 2回も）、解雇され

たのですが、裁判で解雇無効を訴え、それが認められたという

事例です。寝坊はわざとではない（当たり前）、起こし役のスタ

ッフも寝坊した、反省している、放送事故の時間もさほど長くな

い、といった理由で解雇は合理性を欠くとの判断です。だいぶ

前の判例ですが、この判断には首をかしげてしまいますね。 

● コラム ● 

― 今月の主な労務・税務の手続き ― 

・所得税確定申告（2 月 18 日～3月 17 日まで） 

第 14 条（出向） 

当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に

係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用した

ものと認められる場合には、当該命令は無効とする。 

第 15 条（懲戒） 

当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の

事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通

念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用

したものとして、当該懲戒は無効とする。 

第 16 条（解雇） 

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当で

あると認められない場合は、その権利を濫用したものとして

無効とする。 

第 17 条（期間の定めのある労働契約） 

使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得

ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了する

までの間において労働者を解雇することができない。 


